
平成18年事業所・企業統計調査の概要

１ 調査の目的及び沿革

平成18年事業所・企業統計調査は，我が国のすべての事業所及び企業を対象として，事

業の種類や従業者数などを調査し，我が国の事業所の地域別，産業別，従業者規模別など

の分布の実態を明らかにするものであり，国を始め都道府県，市町村における各種施策の

ための基礎資料を提供するとともに，各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を

得ることを目的として実施した。

この調査は，統計法に基づく指定統計調査（指定統計第２号）として，昭和22年に開始

され，翌23年に２回目の調査が行われた。調査は13回目の56年調査まで３年ごとに実施さ

れその後，５年ごとに行われてきており，今回の調査は20回目に当たる。

２ 調査の期日

調査は，平成18年10月１日現在で実施した。

３ 調査の対象

調査期日において，我が国に所在するすべての事業所のうち，次に掲げる事業所を除く

事業所とした。

（１）日本標準産業分類（平成14年３月７日総務省告示第139号）の「大分類Ａ－農業 ，」

「大分類Ｂ－林業」及び「大分類Ｃ－漁業」に属する個人経営の事業所並びに「大分類Ｑ

－サービス業（他に分類されないもの 」のうち「中分類83－その他の生活関連サービス）

業（小分類832 家事サービス業に限る 」及び「中分類94－外国公務」に属する事業所）

（２）収入を得て働く従業者がいない事業所

（３）休業中で，かつ従業者がいない事業所

（４）季節的に営業する事業所で，調査期日に従業者がいない事業所

（５）劇場，運動競技場，駅の改札口内などの有料施設のうち，産業小分類845「公園，

遊園地」以外の施設の中に設けられている事業所

（６）家事労働の傍ら，特に設備を持たないで賃仕事をしている個人の世帯

４ 調査の単位

原則として，単一の経営者が事業を営んでいる１区画の場所を１事業所とし，これを調

査の単位とした。単一経営者が，異なる場所で事業を営んでいる場合は，それぞれの場所

ごとに，また，１区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は，経営者が異なる

ごとに１事業所とした。

なお，事業所としての取扱いに関し，次に掲げるものについては，特例を設けた。

（１）建設業

作業の行われている工事現場，現場事業所などは，それらを直接管理している本社，

支店，営業所，出張所などの事業所に含めて調査した。

（２）運輸業

鉄道業について，駅，車掌区，車両工場などは，それぞれを１事業所とした。

ただし，駅長，区長などの管理責任者の置かれていない事業所は，管理責任者のいる

事業所に含めて調査した。



（３）学校

小学校，中学校などが併設されている場合は，それぞれを１事業所とした。

したがって，同一の学校法人に属する幾つかの学校，例えば，大学，高等学校，中学

校，小学校，幼稚園などが同一構内にあるような場合，学校ごとにそれぞれ１事業所と

した。

ただし，高等学校に併設されている定時制課程などは別の事業所とせず，その高等学

校に含めて調査した。

（４）国及び地方公共団体等の機関

国及び地方公共団体等の機関については，法令により独立の機関として設置されてい

る機関を１経営主体とみなし，それぞれの場所ごとに１事業所とした。

５ 調査の方法

調査は，甲調査及び乙調査に分けて実施した。

（１）甲調査

民営の事業所を対象とした全数調査で，調査員が調査票甲を配布し，取集する方法に

より行った。

（２）乙調査

国及び地方公共団体の事業所を対象とした全数調査で，各府省庁等の長，地方公共団

体の長などを通じて調査を行った。

６ 調査事項

巻末付録の調査票甲参照

７ 利用上の注意

（１）この報告書は，岡山市において独自に集計したもので，総務省統計局から公表され

る数値と異なることがある。

（２）この統計表は，単位未満を四捨五入しているため，合計数値と内訳数値の計は一致

しない場合がある。

（３）この統計表の符号の用法は，次のとおりである。

(－) 該当数字なし，皆無

(…) 不詳，資料なし

( ) 単位未満0.0

(△) 減少

（４）この報告書の学区別集計の学区は，事業所基本調査区を学区に最も近い形で振り分

けたものである。

（５）この報告書についての照会先

〒700-8544 岡山市大供一丁目１番１号

岡山市文書管理公開課 統計係

電話 代表 (086)803-1000 内線3413,3414

直通 (086)803-1051


